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第１章  立地適正化計画とは 

１ 「立地適正化計画」の策定背景と目的 

 南魚沼市を含む多くの地方都市では、これまで人口増加とともに郊外開発が進み市街地が拡大してき
ました。しかし、昨今の急速な人口減少により、拡大した市街地内の人口密度が低下することで、都市
サービスの機能の低下や地域の活力が維持できなくなることが懸念されています。 
 このような中で、快適な暮らしを支える都市サービスを全ての世代が享受し、かつ持続可能な都市経
営を実現するためには、都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設等）がコンパクトにまとま
り、それらを支える利用者が徒歩あるいは公共交通によりアクセスしやすい適正な都市構造への再構築
が必要とされています。 
 こうした背景を踏まえ、都市再生特別措置法の一部改正（平成 26 年８月）により、市町村が居住や
都市機能増進施設を誘導する区域や方法、また、それらと連携する公共交通ネットワークの再編を行う
ことでコンパクト・プラス・ネットワークの実現を図る「立地適正化計画」を策定できるようになりま
した。 
本市では、適正な都市構造の再構築を図るために「南魚沼市都市計画マスタープラン」を高度化し、

概ね 20 年後を見据えてコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりの推進を図る「南魚沼市立地
適正化計画」を策定します。 

２「立地適正化計画」のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

立地適正化計画区域 
（＝都市計画区域） 

用途地域 

居住誘導区域 

生活サービス等が持続的に確保されるよう、居住を
誘導する区域 

都市機能誘導区域 

都市機能を誘導し集約することにより、各種サー
ビスの効率的な提供を図る区域 

誘導施設 

都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき
都市機能増進施設を設定 

（例）庁舎、相当規模の商業施設、 
総合福祉センター、子育て支援施設、 
銀行・信用金庫、病院、図書館  等 

一極集中 
市町村内の、最も大きな拠点１か所に、全て
を集約させる。 

全ての人口を集約 
全ての居住を一定のエリアに集約させる。 

強制的な集約 
居住を強制的に短期間で集約させる。 

拠点連携型 
旧町村の役場周辺等の生活拠点も含めた、多極ネッ
トワーク型のコンパクト化を目指す。 

全ての人口の集約を図るものではない 
既存の集落やコミュニティを否定するものではな
い。農山村部や里地里山の保全は必要。 

緩やかな誘導による集約 
誘導施策を活用し、時間をかけながら居住の集約化
を誘導。 

■ コンパクトシティをめぐる誤解 

ありがちな誤解 目指す方向性 
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３ 計画の内容 

３-１ 計画の位置づけ 
 本計画は、南魚沼市の上位計画である「第 2 次南魚沼市総合計画（後期基本計画）」（以下、総合計画
とする。）との整合を図りつつ、「南魚沼市都市計画マスタープラン」を具体化して将来都市像の実現を
目指すものです。また、関連計画との連携を図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３-２ 計画の記載事項 
・立地適正化計画の区域（＝都市計画区域） ・まちづくりの基本方針 

・都市機能誘導区域・居住誘導区域の設定  ・誘導施設の設定 

・誘導施策の設定              ・防災指針 

 
３-３ 計画の期間 

本計画は、計画期間を 2024（令和 6）年度から 2042（令和 24）年度までとし、概ね 20 年後の都市
の姿を展望したうえで誘導区域・施設・施策、防災指針を定めます。この間、概ね５～10 年ごとに評価
を実施し、必要に応じて計画の見直し等を行います。なお、計画の効果検証は国勢調査の詳細結果を用
いて行うため、詳細結果の公表年度（国勢調査の実施年度+２年）のタイミングとします。 
 
  

第２次南魚沼市総合計画（後期基本計画） 

計画期間：2021～2025 年度 

 

 

 主な関連計画 

・南魚沼市公共施設等総合管理計画 

・南魚沼市地域公共交通網形成計画 

・南魚沼市空家等対策計画 

・南魚沼市地域防災計画 

 その他の関連計画 

・南魚沼市人口ビジョン 2020 

・南魚沼市保育施設等整備計画 

・南魚沼市学校施設管理計画    等 

整合 

南魚沼市都市計画マスタープラン 

計画期間：2015 年度～ 

 
連携 具体化 

南魚沼市立地適正化計画 

2024 2042 2032 

南魚沼市 

立地適正化計画 

（年度） 

開始 効果検証 改定 

概ね 5～10年ごとに調査、分析及び評価を行う 
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４ 上位計画及び関連計画におけるまちづくりの方向性 

４-１ 上位計画 

 第２次南魚沼市総合計画（後期基本計画）（2021.3策定） 

 市の最上位計画であり、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の三層で構成されます。 
基本計画では、４つの戦略プロジェクト（「Ⅰ 産業振興・働きやすいまちプロジェクト」「Ⅱ 移住定

住・ひとの流れをつくるプロジェクト」「Ⅲ 子ども・子育て応援プロジェクト」「Ⅳ 全員活躍のまちプ
ロジェクト」）の取組を、６つの政策大綱に基づき整理しています。本計画はそのうち基本施策 4-1「計
画的な土地利用の推進」と関連性が強く、施策の基本方針を「特に市街地について、適正な土地利用の
ための誘導により、秩序ある快適な都市環境の構築を促すとともに、災害や雪に強く、ひとにやさしい
都市基盤整備を推進します。」としています。 

 
図 １-１ 関連性の強い基本施策「4-1 計画的な土地利用の推進」 

 
 南魚沼市都市計画マスタープラン（2016.3策定） 

 南魚沼市都市計画マスタープランは、市の最上位計画である総合計画や新潟県が策定する「魚沼圏域
広域都市計画マスタープラン」に即し、将来の望ましい都市のすがたを示したものです。将来都市像を
総合計画と同じく『自然・人・産業の和で築く 安心のまち』と定め、都市づくりの基本目標として 5 つ
の目標を定めています。 
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 南魚沼市都市計画マスタープランでは、用途地域の設定されている浦佐・六日町・塩沢市街地を都市
拠点、五日町・石打市街地を地域拠点とし、その他の用途地域外の集落を集落拠点と位置付けています。 
 

 
図 １-２ 南魚沼市都市計画マスタープランにおける都市構造図 
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４-２  関連計画 
 南魚沼市公共施設等総合管理計画（2017.3策定） 

公共施設等を将来にわたって総合的かつ計画的に維持管理していくための基本的な方針を定めたも
のです。公共施設等の統合や廃止による総量縮減の目標を 15％としています。 
 【中期目標】（10 年）…約 34,000㎡の削減（現在の公共施設保有量の約 11％削減） 
 【長期目標】（30 年）…約 47,500㎡の削減（現在の公共施設保有量の約 15％削減） 
今後は、既存施設の長寿命化と有効利用を図り、建築面積の増加を伴う新たな施設は建設しないこと

を基本とし、新たな施設が必要となった場合は、既存施設の複合化等により延床面積を増加させないよ
うに努めるとしています。 

 
 南魚沼市地域公共交通網形成計画（2020.3策定） 

市が目指す将来都市像を実現する上で公共交通の果たすべき役割を明らかにするとともに、市民の生
活とおでかけを支援し、かつ、持続可能な公共交通網の姿を実現するためのものです。 
 路線バス・市民バスの路線再編に関する施策の中で、①主要施設を経由する路線数の増加、②利用者
ニーズに合わせた路線バス（朝夕の通勤・通学等）、市民バス（日中の通院等）の連携・役割分担の検討、
③観光拠点を通る路線の見直しと自転車レンタルサービスとの連携強化、などの計画的な推進を図ると
しています。 
 
 南魚沼市空家等対策計画（2021.4改定） 

 空き家の管理や活用の方針を定めたものです。その中で、空き家の第三者利用により地域貢献に有効
利用できる可能性があるとし、空き家バンク制度の創設や空き家バンクに登録した物件を利用希望者に
紹介できる体制の整備を進めるとしています。 
 
 南魚沼市地域防災計画（2022.11 修正） 

 市内の風水害等対策に関し、行政機関の対応を中心に、市民・事業者・関係機関の役割を示したもの
です。避難所や要配慮者利用施設の指定状況や、災害時における対応方針を整理しています。 

 
■その他の関連計画 

 南魚沼市人口ビジョン 2020（2021.1策定） 

 南魚沼市保育施設等整備計画（2021.3策定） 

 南魚沼市学校施設管理計画（2017.12策定、2020.3改定） 

 南魚沼市いきいき市民健康づくり計画・南魚沼市健康まちづくり食育推進計画（2016.3策定） 

 第４期南魚沼市地域福祉計画（2022.3策定） 

 第２期南魚沼市子ども・子育て支援事業計画（2020.3策定） 

 第８期南魚沼市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（2021.3 策定） 

 第３期南魚沼市障がい者計画（2018.3策定） 

 第６期南魚沼市障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画（2021.3策定） 
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